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建設工事の総合評価方式による競争入札について



１ 　技術提案資料の作成及び提出

　○条件付一般競争入札の場合は、入札参加資格申請書の提出時

　○指名競争入札の場合は入札書提出時

に提出をお願いします。

　なお、総合評価方式にもかかわらず、技術提案資料が提出されない場合、入札は無効となりま

す。

　Ⅰ　総合評価方式について

　より安全で品質の高い社会資本整備を進めていくために、従来の「価格競争」から「価格と品質

で総合的に優れた調達」に転換することを目指し、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」

（品確法）が平成１７年４月に施行されました。

　山口県では、この品確法の趣旨に基づき、平成１８年度から技術的な工夫の余地の小さい一

般的な工事について、「簡易型総合評価方式」を採用した競争入札を行い、平成２０年度から

　このほか、本県には、「高度技術提案型総合評価方式」（技術的な工夫の余地が大きく、特に

　高度な技術提案を要する工事に適用）もありますが、現時点での適用事例はありません。

等を十分に確認して、提出資料の漏れや記載ミスなどがないようにご注意ください。

  総合評価方式による場合は、入札公告や指名通知の際に、その旨を明記しますので技術評

価に必要な資料（技術提案資料）を作成し、

は、「特別簡易型総合評価方式」、「標準型総合評価方式」を追加し、原則として一般競争入札

方式により発注する全ての工事に総合評価方式を適用しています。

　Ⅱ　総合評価方式の手続きについて

　総合評価方式を適用する工事においては、入札者の当該工事の品質確保に対する技術的能

力を評価するための資料（技術提案資料）を作成し、提出していただく必要があります。

　型式ごとに技術評価に必要な資料（技術提案資料（評価項目））が異なりますので、入札公告

1 ページ



２ 　評価項目

凡例　「◎」：固定項目　「○」：選択項目

　（本表に記載のない「高度技術提案型」の評価項目及び項目ごとの配点については、個別に検討するものとする。）

※１ 　建築関係工事とは、原則として、山口県土木建築部、農林水産部及び山口県企業局が、公共建築工事積算基準類

　に基づき設計積算を行い発注した工事のうち、公共建築工事標準仕様書等に基づく工事監理、及び公共建築工事の

　考査項目別運用表を適用して成績評定を行った工事をいう。

※２ 　発注業種とは、建設業法別表第一に掲げる建設工事の種類（２９業種）のうち、当該工事の入札に参加することができ
る業種（入札公告の入札参加資格要件とする業種）をいう。

　総合評価方式の型式別の評価項目は原則として次表の項目を対象とします。一般競争入札

等の参加資格要件と重複する場合（参加資格が県内に限られる場合等）についても全てを対

象とします。

　また、評価項目の中には、個別工事ごとに設定する項目や評価対象が変わるものがあります

ので、注意してください。

評価の視点 評価項目 配点
特別

簡易型
簡易型 標準型 備考

工程管理

品質管理

その他配慮すべき事項

受注者が提案する施工上配慮すべき事項 ２ － ◎ －

ライフサイクルコストの低減

補償費の削減

その他

工事目的物の
性能・強度等

性能・機能

環境の維持(水質汚濁、騒音・振動)

交通の確保 （現道作業等）

特別な安全対策 （近接施工等）

省資源・リサイクル

受注者が提案する施工上配慮すべき事項 ４ － － ◎

２ ◎ ◎ ◎

２又は４ ◎ ◎ ◎
特別簡易型：２点
簡　 易　 型：４点
標　 準　 型：４点

１ － ○ ○

１ － ◎ ◎

１ － ◎ ◎

１ ◎ ◎ ◎

1 ◎ ◎ ◎

１ ○ ○ ー

１ ◎ ◎ ◎

２ ◎ ◎ ◎

１ ◎ ◎ ◎

１ ◎ ◎ ◎

５ － － ○

①
地域精通度 １ ◎ ◎ ◎

１ ○ ○ ○

１ ◎ ◎ ◎

２ ◎ ◎ ◎

２ ◎ ◎ ◎

評価の細目

（１）
企業の技術力

①
簡 易な 施工
計画について
     

発注者が求める施工上配
慮すべき事項として１項目
を選定

２

労働安全衛生マネジメント等の認証状況

標準見積書の活用

作業船の保有状況

④
配置技術者
の技術的能
力について

③
企業の技術
的能力につ
いて

過去８年間の同種工事の施工実績の有無
ただし、海上工事、道路トンネル工事の場合は、過去１５年間の同種工
事の施工実績の有無

過去２年間（建築関係工事※１は過去４年間）の山口県発注工事の発注
業種における工事成績評定点の平均点。ただし前記期間に成績点がな
い場合は過去６年間の平均点

過去３年間の発注業種※２における優良工事表彰の有無

ISO9001の取得状況

ISO14001の取得状況又は環境活動評価プログラムの認証状況

主任（監理）技術者の保有する資格

◎ －

工事全般の施工計画

②
高度な技術
提案について

技術提案
と技術提
案に基づく
施工計画

総合的なコスト

１２ － －

－

◎

社会的要請

工事全般の施工計画

過去８年間の同種工事の施工経験の有無
ただし、海上工事、道路トンネル工事の場合は、過去１５年間の同種工
事の施工経験の有無

継続学習(CPD)制度の取組状況

技能士等の活用

配置予定技術者からのヒアリング

（２）
企業の地域精
通度・地域貢
献度

地理的条件（緊急時の施工体制）

②
地域貢献度

過去５年間の応急対策活動実績

過去１年間の地域活動実績

県内資材の活用

県内企業の下請活用
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３ 　評価基準

  （１）企業の技術力

① 　簡易な施工計画（簡易型に適用）

評価点 備考

２

工程管理が工事の特徴を踏まえ適切である １

工程管理が適切である ０

不適切である 欠格

２

品質管理を行う上での施工方法、確認方法、管理方法等が工事の特徴を踏まえ適切である １

品質管理を行う上での施工方法、確認方法、管理方法等が適切である ０

不適切である 欠格

２

課題への対応が工事の特徴を踏まえ適切である １

課題への対応が適切である。 ０

不適切である 欠格

２

配慮すべき事項への対応が工事の特徴を踏まえ適切である １

配慮すべき事項への対応が適切である ０

不適切である 欠格

４

② 　高度な技術提案（標準型に適用）
評価点 備考

１２

４

２

０

不適切である 欠格

１６

補償費の削減
(a)
　数値方式

配慮すべき事項への対応が工事の特徴を踏まえ適切であり、受注者が提案する項目への対
応が的確に記述されている

評価点の最大計

評価の細目 評　価　基　準

します。

　「簡易な施工計画」については、工事ごとの特徴や特性等を踏まえた具体的な記述となってい

ることが必要です。
評価の細目

ライフサイクルコス
トの低減

 評価基準及び評価点は、下表の評価方法により工事ごとに判定する。

  なお、技術提案資料の記載内容に誤りが認められた場合、その評価項目は評価せず、加点無し

とします。

　また、不適切と評価し、欠格となった項目がある場合は、総合評価の対象とせず、入札は無効と

評　価　基　準

発注者が求
める施工上
配慮すべき
事項として
右側から１
項目を選定

工程管理 工程管理が工事の特徴を踏まえ適切であり、発注者が求める項目への対応が的確に記述さ
れている

品質管理 品質管理を行う上での施工方法、確認方法、管理方法等が工事の特徴を踏まえ適切であ
り、発注者が求める項目への対応が的確に記述されている

提示された最高の性能等の数値に満点を、最
低限の性能等（標準案等）の数値に０を与え
る。その中間の数値には、按分した点数を与
える。その他

工事目的物
の性能・強
度等

  総合評価方式の評価項目ごとの評価基準は原則として次表によります。

工事全般の施工計画 受注者が提案
する施工上配
慮すべき事項

標準案を超える有効な提案が２提案ある

標準案を超える有効な提案が１提案ある

標準案を超える有効な提案なし

評価点の最大計

(b)
　判定方式

優良可等２～３段階の階層を設け、入札参加
者の評価項目値が該当する階層を判定し、そ
の階層に応じた点数を与える。例えば３階層
とすれば、優に２点、良に１点、可に０点を
与えることなどが考えられる。

社会的要請 環境の維持
(水質汚濁、騒音・振動)

交通の確保
（現道作業等）

(c)
　順位方式

数値化が困難な場合、入札参加者を順位付け
し、順位により点数を与える。最上位者に満
点、最下位者に０点を与え、その中間は均等
に按分して点数を与える。

特別な安全対策
（近接施工等）

省資源・リサイクル

技術提案と
技術提案に
基づく施工
計画

総合的なコ
スト

性能・機能

その他配慮
すべき事項

課題への対応が工事の特徴を踏まえ適切であり、発注者が求める項目への対応が的確に記
述されている

受注者が提案する施工
上配慮すべき事項
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③ 　企業の技術的能力（特別簡易型、簡易型、標準型に適用）

特別簡易 簡易 標準

同種工事の施工実績がある ２ １～２ １～２

施工実績がない ０ ０ ０

80点以上【76点以上】 ２ ４ ４

77点以上80点未満【75点以上76点未満】 １．５ ３ ３

74点以上77点未満【74点以上75点未満】 １ ２ ２

65点以上74点未満、又は実績なし ０．５ １ １

65点未満 ０ ０ ０

表彰あり － １ １

表彰なし － ０ ０

認証取得している － １ １

認証取得していない － ０ ０

ISO14001を認証取得している － １ １

エコアクション２１を認証取得している － ０．５ ０．５

認証取得していない － ０ ０

認証取得している １ １ １

認証取得していない ０ ０ ０

1 1 1

標準見積書を活用しない ０ ０ ０

主作業船のうち、いずれかを自社保有している。 １ １ －

主作業船のうち、いずれかを共同保有している。 ０．５ ０．５ －

いずれの主作業船も保有していない ０ ０ －

６～７ １１～１２ １１

④ 　配置技術者の技術的能力（特別簡易型、簡易型、標準型に適用）

評価点 備考

１

その他 ０

主任（監理）技術者が同種工事の施工経験を有する ２

施工経験がない ０

各団体推奨単位以上を取得しており継続教育の証明がある場合 １

取得していない ０

１

使用しない ０

１

０．５

使用しない ０

５

特別簡易型は評価対
象外

評　価　基　準

主任（監理）技術者の
保有する資格

一級国家資格（例：土木施工管理技士、建設機械施工技士等）、技術士、又はこれと同等
以上の資格を有する者

また、若手技術者※にあっては、二級国家資格（例：土木施工管理技士、建設機械施工技
士等）を有する者

評価点の最大計

※　若手技術者とは、入札通知又は公告日時点で満３５歳未満である技術者をいう。

継続学習(CPD)制度の
取組状況

技能士等の活用 指定する工種で指定する技能士等を全て活用した施工とする場合、又は技能士等を指定し
ていない場合

技能士等の活用
（本評価点は、「舗装
施工管理技術者」又は
「ポンプ施設管理技術
者」を指定した場合に
適用する）

指定する工種で指定する技能士等を全て活用した施工とする場合で、かつ、１級舗装施工
管理技術者（又は１級ポンプ施設管理技術者）を活用した施工とする場合

指定する工種で指定する技能士等を全て活用した施工とする場合で、かつ、２級舗装施工
管理技術者（又は２級ポンプ施設管理技術者）を活用した施工とする場合

過去２年間（建築関係工事は過
去４年間）の山口県発注工事の
発注業種における工事成績評定
点の平均点
ただし、前記期間に成績点がな
い場合は、過去６年間の平均点
※造園工事、解体工事の評価基
準は、【　】内の基準点とする

評価の細目 評　価　基　準
評価点

備　　考

過去８年間の同種工事の施工実
績の有無。ただし、海上工事、
道路トンネル工事の場合は過去
１５年間の同種工事の施工実績
の有無

簡易型、標準型の段
階評価は道路トンネ
ル工事のみに適用

若手技
術者は
特別簡
易型の
み適用

過去８年間の同種工事の
施工経験の有無。ただ
し、海上工事、道路トン
ネル工事の場合は、過去
１５年間の同種工事の施
工経験の有無

作業船の保有状況
海上工事のみに適用
標準型は評価対象外

評価点の最大計

ISO14001の取得状況又
は環境活動評価プログ
ラムの認証状況

特別簡易型は評価対
象外

労働安全衛生マネジメ
ント等の認証状況

標準見積書の活用 全ての下請契約（二次下請以降含む。）で標準見積書を活
用する、又は下請契約がない

過去３年間の発注業種に
おける山口県優良建設工
事表彰の有無

特別簡易型は評価対
象外

ISO9001の取得状況

評価の細目
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  （２）企業の地域精通度・地域貢献度（特別簡易型、簡易型、標準型に適用）

評価点

山口県内に本店、又は工場がある

その他 ０

実績がある １

実績なし ０

活動実績がある １

実績なし ０

指定資材の全量を県内資材活用、又は指定資材がない ２

その他 ０

２

その他 ０

６～７

※　ここでいう「管内限定の土木一式工事」とは、入札参加資格を発注事務所管内（地域内）に限定する特別簡易型及び簡易型の 

　土木一式工事をいう。

４　評価の方法

 技術提案資料を受領後、次の手順により評価を行います。

（１） 加算点の算定

  　　各評価項目ごとの得点合計

      加算点＝ Σ　 (                                 × 各項目ごとの換算値 )  　　各評価項目ごとの配点合計

型式別加算点の設定

加算点の最大値
特別簡易型 １０点
簡 　易　 型

評　価　基　準評価の細目 備　　考

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

上記以外の工事

１
管内（地域内）に過去３年以上継続して本店がある

管内限定の土木一式工事※

評価点の最大計

県内資材の活用

県内企業の下請活用

過去１年間の地域活動実績

過去５年間の応急対策活動実績

総合評価の型式

百万円以上の下請で県内企業等を全て活用する場合若
しくは元請負企業が県内に本店を有する企業で下請を
活用しない

２０点
標   準   型 ３０点

土木一式工事、舗装工事、
しゅんせつ工事に適用

　技術提案資料の審査結果をもとに、入札参加者の加算点を算出します。加算点は、次の式に
より、各評価項目ごとに、当該評価項目の得点合計を当該評価項目の配点合計で除して得た
数に当該評価項目の換算値を乗じて得た数の総和により求めます。

加算点＝ Σ　 (  × 各項目ごとの換算値 )
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（２） 型式ごとの換算値について
　型式ごとの換算値については、次表によります。

　　 凡例　「◎」：固定項目　「○」：選択項目

対象
項目

配点 換算値
対象
項目

配点 換算値
対象
項目

配点 換算値

－ － ◎ ２ － －

－ － ◎ ２ － －

総合的なコスト

工事目的物の性能・強度
等

－ －

社会的要請

－ － － － ◎ ４

◎ ２ ◎ １～２※ ◎ １～２※

◎ ２ ◎ ４ ◎ ４

－ － ○ １ ○ １

－ － ◎ １ ◎ １

－ － ◎ １ ◎ １

◎ １ ◎ １ ◎ １

◎ 1 ◎ 1 ◎ 1

○ 1 ○ 1 － －

◎ １ ◎ １ ◎ １

◎ ２ ◎ ２ ◎ ２

◎ １ ◎ １ ◎ １

◎ １ ◎ １ ◎ １

－ － － － ○ (５)

①
地域精通度

◎ １ ◎ １ ◎ １

○ １ ○ １ ○ １

◎ １ ◎ １ ◎ １

◎ ２ ◎ ２ ◎ ２

◎ ２ ◎ ２ ◎ ２

※簡易型、標準型の段 階評価は道路トンネ ル工事のみに適用

10～
12
↓
４

9～
11
↓
４

過去２年間（建築関係工事は過去４年間）
の山口県発注工事の発注業種における工
事成績評定点の平均点。ただし前記期間
に成績点がない場合は過去６年間の平均
点

過去３年間の発注業種における優良工事
表彰の有無

技術提案と
技術提案に
基づく施工計
画

－

評価の視点 評価項目 評価の細目

評価点の換算方法

換算値の欄中、矢印の上の数字が各評価項目の配点合計

矢印の下の数字が各評価項目の換算値

特別簡易型 簡易型 標準型

（１）
企業の技術力

－ －

－

◎

ISO9001の取得状況

標準見積書の活用

発注者が求める施工上配慮すべき事項と
して１項目を選定

－

４
↓
１０

５
↓
４

５
↓
４

受注者が提案する施工上配慮すべき事項

工事全般の施工計画

過去８年間の同種工事の施工実績の有無
ただし、海上工事、道路トンネル工事の場合は、
過去１５年間の同種工事の施工実績の有無

6～7
↓
４

１０ ２０ ３０

過去５年間の応急対策活動実績

過去１年間の地域活動実績

県内資材の活用

県内企業の下請活用

換算値の計（加算点の最大値）

②
地域貢献度

（２）
企業の地域精通
度・地域貢献度

地理的条件（緊急時の施工体制）

6～7
↓
２

6～7
↓
２

6～7
↓
３

５
(10)
↓
４

①
簡易な施工計画
について     

②
高度な技術提案
について

③
企業の技術的能
力について

④
配置予定技術者
の能力について

ISO14001の取得状況又は環境活動評価
プログラムの認証状況

労働安全衛生マネジメント等の認証状況

作業船の保有状況

主任（監理）技術者の保有する資格

過去８年間の主任（監理）技術者の同種工事の
施工経験の有無。ただし、海上工事、道路トンネ
ル工事の場合は、過去１５年間の主任（監理）技
術者の同種工事の施工経験の有無

継続学習(CPD)制度の取組状況

技能士等の活用

配置予定技術者からのヒアリング

１２

－

16
↓
19

6 ページ



(３) 技術評価点・評価値の算定

※１
※２

※３

　次に、その履行確実点に前項で算出した加算点及び標準点（１００点）を加えて、技術評価点
を求めます。
　最後に、この技術評価点を当該入札者の入札書記載価格で除して各社の評価値を算定しま
すが、入札書記載価格が調査基準価格未満の場合は調査基準価格で除します。

入札書記載価格※３ 入札書記載価格※３

技術評価点　＝　標準点（１００点）＋加算点（０～３０点）＋履行確実点（５点or０点）
履行確実点の適用対象工事は、全ての工事とする。履行確実点は、入札書記載価格が調査基準価
格以上の場合に５点、調査基準価格未満の場合は０点とする。

各社の評価値 ＝
技術評価点※１

＝
標準点＋加算点＋履行確実点※２

　開札後、落札決定を保留し、各社の入札書記載価格から各社の履行確実点※２を算定しま
す。

評価値を算定するための入札書記載価格は、入札時の入札書記載価格とするが、その入札書記載
価格が調査基準価格未満の場合は、調査基準価格として評価値を算定する。
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５　落札者の決定

（例１）従来方式の場合

（例２）自己採点方式の場合

※入札参加資格を開札前に審査する「事前審査方式」と、開札後に落札候補者のみを審査する「事後
　審査方式」の別が分かるように、「入札方式」欄に付記します。

　評価値の最も高い入札者を落札者とし、山口県入札情報サービス（PPI）にて入札結果（総合評
価入札方式における評価調書）を公表します。
　自己採点方式の場合（例２参照）、入札参加者の自己採点による数値（項目計）には★印を付
記して、発注者の評価結果と判別できるようにします。

総　合　評　価　入　札　方　式　に　関　す　る　評　価　調　書　 【従来方式】

①地

域精

通度

品

質

管

理

受

注

者

が

提

案

す

る

事

項
項

目

計

施

工

実

績

工

事

成

績

優

良

工

事

表

彰

I

S

O

9

0

0

1

I

S

O

1

4

0

0

1

ｴ

ｺ

ｱ

ｸ

ｼ

ｮ

ﾝ

労

働

安

全

衛

生

標

準

見

積

書

活

用

項

目

計

保

有

資

格

施

工

経

験

継

続

学

習

技

能

士

等
項

目

計

地

理

的

条

件

応

急

対

策

等

活

動

地

域

活

動

県

内

資

材

活

用

県

内

企

業

下

請

活

用

A B C D C+D E

(C+D)/E×

1百万又は

(C+D)/F×

1百万

2 2 4 2 4 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 5 1 1 1 2 2 7

2 2 4 2 3 0 1 0 0 1 7 1 2 1 0 4 1 1 1 2 2 7

2 2 4 2 4 0 1 1 0 0 8 1 2 1 1 5 1 0 1 0 2 4

2 2 4 2 3 1 1 0 0 1 8 1 2 1 1 5 1 1 0 2 2 6

2 0 2 2 4 0 1 1 0 1 9 1 0 1 0 2 1 1 1 2 0 5

2 2 4 2 1 0 1 1 0 1 6 1 2 0 0 3 1 0 0 2 2 5

　　（注１）　この表中の「項目毎の換算点」・「加算点」・「技術評価点」・「評価値」については、計算上は四捨五入を行っていないが、表示上は表示桁の一桁下で四捨五入を行った表記となっている。

　　（注２）　評価値＝技術評価点÷入札書記載価格×1,000,000

工　事　場　所

○○市　○○地内

予定価格（税抜き・円）

155,768,000

調査基準価格（円）

Ｆ

143,446,000

入札方式（審査方式）

条件付一般競争入札（事後審査）

　　（注３）　入札参加者の評価値の算定において、入札書記載価格が調査基準価格を下回る場合は、調査基準価格を用いて評価値を算定する。

総合評価型式 開札日発注機関名 工　　　　　　事　　　　　　名

基準配点

20

2.182 2.400 1.429

評

価

値

順

位

令和○○年▽▽月▲▲日○○○線　道路改良　第2工区

125.000
4

○○土木建築事務所 簡易型

項目等

技

術

評

価

点

入

札

書

記

載

価

格

評

価

値
項

目

計

標

準

点

＋

加

算

点

履

行

確

実

点

3

企　業　名

（１）企　業　の　技　術　力
（２）企業の地域精通度

・地域貢献度

加

算

点
（

換

算

点

計
）

標

準

点

2項目換算点

100

0
項目換算点

0.821

落

札

者

5

117.745 140,000,000

備

考

①簡易な

施工計画
②企業の技術的能力 ③配置技術者の技術的能力 ②地域貢献度

10
120

4

(株)○○組
項目毎得点

17.745 100 117.745
2.00010.000 2.545 3.200

(株)○○工業
項目毎得点

18.052 100 118.0519 5 ○

項目換算点 10.000 2.909 4.000

項目換算点 10.000 2.909 4.000 1.143
123.052 144,000,000 0.855 1

予定価格を超過し

たため、評価値を

算出しない
□□建設(株)

項目毎得点

18.623 100 118.6234 －

4

1.714

(有)□○建設
項目毎得点

11.301 100 111.3013

156,000,000

項目換算点 5.000 3.273 1.600 1.429
5 116.301 144,000,000 0.808

145,000,000 0.835 2(有)△△組
項目毎得点

16.010 100 116.0104 121.0105
項目換算点 10.000

換算

合計

合計

（注３）

合計

●履行確実点は、次の基準により点を付与する。

予定価格≧入札書記載価格≧調査基準価格
履行確実点＝５点

入札書記載価格＜調査基準価格
履行確実点＝０点

入札書記載価格＞予定価格
履行確実点＝なし：「－」

●評価値は、次の算定式による。

入札書記載価格≧調査基準価格 の場合

入札書記載価格＜調査基準価格 の場合

×１百万評価値 ＝
標準点＋加算点＋履行確実点(5)

入札書記載価格

×１百万評価値 ＝
標準点＋加算点＋履行確実点(0)

調査基準価格

発注者の評価結果

総　合　評　価　入　札　方　式　に　関　す　る　評　価　調　書 【自己採点方式】

令和○年▽▽月▲▲日

①地

域精

通度

施

工

実

績

工

事

成

績

労

働

安

全

衛

生

標

準

見

積

書

活

用

項

目

計

保

有

資

格

施

工

経

験

継

続

学

習

技

能

士

等 項

目

計

地

理

的

条

件

応

急

対

策

等

活

動

地

域

活

動

県

内

資

材

活

用

県

内

企

業

下

請

活

用

B D E

2 2 1 1 6 1 2 1 1 5 1 1 1 2 2 7

2 2 1 1 6 1 2 1 1 5 1 1 1 2 2 7

★ ★ ★ 

2 0 1 1 4 1 2 1 1 5 1 0 1 2 2 6

★ ★ ★ 

2 2 0 1 5 1 2 1 1 5 1 1 0 2 2 6

★ ★ ★ 

2 2 1 1 6 1 0 1 1 3 1 1 1 2 2 7

2 2 1 1 6 0 2 1 1 4 1 1 1 2 0 5

★ ★ ★ 

2 2 1 1 6 1 0 1 1 3 1 1 1 2 2 7

★ ★ ★ 

2 2 1 1 6 1 2 0 1 4 1 1 1 2 2 7

2 2 1 1 6 1 2 1 0 4 1 1 1 2 2 7

　　注１）　この表中の「項目毎の換算点」・「加算点」・「技術評価点」・「評価値」については、計算上は四捨五入を行っていないが、表示上は表示桁の一桁下で四捨五入を行った表記となっている。

　　　　　　また、★印が表記されたものは、自己採点による（発注者の評価結果ではない）数値である。

　　注２）　評価値＝技術評価点÷入札書記載価格×1,000,000

　　注３）　入札参加者の評価値の算定において、入札書記載価格が調査基準価格を下回る場合は、調査基準価格を用いて評価値を算定する。

評価していない主な理由

※１　同種工事の施工経験について、確認できる資料が添付されていないため

予定価格（税抜き・円）

1
項目換算点 4.000 3.200 2.000

114.200 30,000,000 3.807100 109.200 5(株)◎◎建設
項目毎得点

9.200

1 ○ くじにより決定
項目換算点 4.000 3.200 2.000

114.200 30,000,000 3.807100 109.200 5■■組(株)
項目毎得点

9.200

5
項目換算点 4.000 2.400 2.000

113.400 ★ 30,000,000 3.780 ★100 108.400 ★ 5(株)▲▲工業
項目毎得点

8.400 ★

4
項目換算点 4.000 3.200 1.429

113.629 ★ 30,000,000 3.788 ★100 108.629 ★ 5△△建設(株)
項目毎得点

8.629 ★

5
項目換算点 4.000 2.400 2.000

113.400 30,000,000 3.780100 110.000 5◇◇興業(株)
項目毎得点

8.400

3
項目換算点 3.333 4.000 1.714

114.048 ★ 30,000,000 3.802 ★100 109.048 ★ 5▽▽工業(株)
項目毎得点

9.048 ★

7
項目換算点 2.667 4.000 1.714

113.381 ★ 30,100,000 3.767 ★100 108.381 ★ 5(株)●●建設
項目毎得点

8.381 ★

技術提案資料（第２－１号様

式）が未提出のため無効項目換算点
(株)○○組

項目毎得点

8
項目換算点 4.000 4.000 2.000

110.000 ★ 29,900,000 3.667 ★100 110.000 ★ 0(株)★★組
項目毎得点

10.000 ★

項目換算点 4 4 2

C+D

(C+D)/E×

1百万又は

(C+D)/F×

1百万

基準配点
10 100 110 5 115.000

①企業の技術的能力 ②配置技術者の技術的能力 ②地域貢献度

項

目

計

A C

技

術

評

価

点

入

札

書

記

載

価

格

評

価

値

評

価

値

順

位

落

札

者

備

考

条件付一般競争入札（事後審査） 特別簡易型

企　業　名

項目等

（１）企　業　の　技　術　力
（２）企業の地域精通度

・地域貢献度

加

算

点
（

換

算

点

計
）

標

準

点

標

準

点

＋

加

算

点

履

行

確

実

点

Ｆ

○○土木建築事務所
令和□年度　○○○○○○線　△△△△△△△△△△工事　第◇
工区

○○○○○市大字△△△△字◇◇◇◇地内 32,000,000 30,000,000

発注機関名 工　　　　　　事　　　　　　名 工　　事　　場　　所
調査基準価格（円）

入札方式（審査方式） 総合評価型式 開札日

※１

技術提案資料の審査を発注者が行っていない場合、項目計、加算点、標準点＋加算点、技術評価点、評価値に★印をつける。

評価値が最も高い者（１位）以外の

評価値順位は自己採点によるもの

が含まれるため参考順位であり、発

注者の評価結果による順位ではな

い。

自己採点結果が不明の場合

自己採点の記載内容に誤りがあった場合
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１　　技術提案資料作成の際の留意事項

（１） 企業の技術力

①簡易な施工計画
様　式

a.

b.

a.

b.

c.

a.

b.

その他配慮
すべき事項

c.

a.

b.

c.

d.

e.

②高度な技術提案
様　式

a.

b.

c.

a.

a.

b.

c.

d.

e.

必要な場合は説明図面を添付すること。資料は図面を含めＡ４版用紙２枚以内で作成すること。

　技術提案資料の作成にあたっては、次表に留意して作成してください。

項　　　目 留　意　事　項

簡易な施工計画の共通
事項

発注者が設計図書（共通仕様書、特記仕様書等を含む）で示す施工方法等（各建設作業の順
序、使用材料の品質、仕上げの程度等を含む）にのっとり、当該工事の特徴を踏まえた提案
（技術的所見）を記述すること。

－
提案については、妥当性、適切性、的確性等の観点から評価する。
なお、発注者が設計図書で示す使用材料の品質、仕上げの程度等を超える提案があっても優位
な評価は行わない。

　Ⅲ　技術提案資料の作成の際の留意事項等について

項　　　目 留　意　事　項

高度な技術提案の共通
事項

技術提案は、標準案に対し一部又は全てが異なる提案とする。
なお、標準案とは設計図書（共通仕様書、特記仕様書等を含む）で示す施工方法等（各建設作業
の順序、使用材料の品質、仕上げの程度等を含む）をいう。

－
技術提案の記述にあたっては、標準案を記載したうえで、技術提案が標準案と異なる点、技術提
案が標準案に比べ優れている点やその効果を明確に示すこと。なお、技術提案が優れている点や
その効果の記述にあたっては、定性的な記述のほか、その効果がわかるよう極力定量的に示すこ
と。

提案については、実現性、有効性等の観点から評価する。

「本設計書の設計図面及び土木工事共通仕様書等に示された施工方法に従って施工する。」とい
う記述は認めない。

受注者が提案する事項 受注者が、当該工事の特徴を踏まえ施工上配慮すべき事項を抽出し、抽出理由や技術的所見を記
述すること。ただし、提案する事項は「発注者が求める事項」として、提出を求められている項
目を除く。

５

技術的所見は、安全対策、環境対策等について具体的に記述すること。
記述にあたっては、「必要に応じて・・」「状況に応じ・・」などの曖昧な表現は避けること。

提案は最大２提案とする。なお、２提案を超えた提案がある場合は、記載順に２提案までを評価
対象とし、以降の提案は評価対象としない。

Ａ４版用紙１枚で作成すること。

「本設計書の設計図面及び土木工事共通仕様書等に示された施工方法に従って施工する。」とい
う記述は認めない。

発注者が求
める事項
（注１）

工程管理 発注者が求める項目について、概略の工程表及び工程管理に対する技術的所見を記述すること。

３
工程表は「新土木工事積算大系における工事工種体系ツリー」（出典：国土交通省国土技術政策
総合研究所）の中項目（レベル２）全てについて記入すること。

技術的所見は、工程計画策定の際に考慮した事項を工程表の下欄に必ず記述すること。
記述にあたっては、「必要に応じて・・」「状況に応じ・・」などの曖昧な表現は避けること。

品質管理 発注者が求める項目に関する施工方法、管理方法、確認方法等について、当該工事の特徴を踏ま
えた技術的所見を具体的に記述すること。
記述にあたっては、「必要に応じて・・」「状況に応じ・・」などの曖昧な表現は避けること。

４－２

工事全般の施工計画 受注者が提案する施
工上配慮すべき事項

技術提案と
技術提案に
基づく施工
計画

総合的なコ
スト

ライフサイクルコス
トの低減

発注者が設定する技術提案を求める項目に関する「 (ア)　技術提案」及び
「(イ)　技術提案に基づく具体的な施工計画」について、当該工事の特徴
を踏まえ記述すること。

４－３

補償費の削減

その他

工事目的物
の性能・強
度等

性能・機能

社会的要請

受注者が、当該工事の特徴を踏まえ２項目を抽出し、抽出理由や技術的所
見を記述すること。ただし、提案する事項は「技術提案と技術提案に基づ
く施工計画」として、提出を求められている項目を除く。また、２項目の
提案であっても、それぞれの提案内容が類似している場合は１項目と判断
する場合がある。

５
提案は、品質管理、安全対策、環境対策等について具体的に記述するこ
と。

記述にあたっては、「必要に応じて・・」「状況に応じ・・」などの曖昧
な表現は避けること。

１項目を１提案とし、２提案を超えた提案がある場合は、記載順に２提案
までを評価対象とし、以降の提案は評価対象としない。

１提案につきＡ４版用紙１枚以内とし、２枚以内で作成すること。

環境の維持(水質汚
濁、騒音・振動)

交通の確保
（現道作業等）

特別な安全対策
（近接施工等）

省資源・リサイクル
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③企業の技術的能力
様　式

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

ISO14001の取得状況又
は環境活動評価プログ
ラム（エコアクション
21）の認証状況

建設分野の認証を受けており、その認証取得を示す登録証の写しの提出により評価する。なお、
登録証に適用範囲が明示されていない場合は、付属書等、適用範囲がわかる資料を添付するこ
と。また外国語表記の場合は日本語訳を添付すること。

－
本店を県外に有する場合は、契約営業所又は契約営業所を直接統括する支店等が認証取得してい
る場合に評価する。なお、契約営業所が認証取得しておらず、契約営業所を直接統括する支店等
が認証取得している場合は、認証取得している支店等が契約営業所を直接統括していることがわ
かる資料を添付すること。

共同企業体を対象として発注する場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす
る。

労働安全衛生マネジメ
ント等の認証状況

労働安全衛生マネジメント(JISHA方式適格OSHMS、ISO45001)または建設業労働安全衛生マネジメ
ントシステム（COHSMS）の認証について、建設分野の認証を受けており、その認証取得を示す登
録証の写しの提出により評価する。なお、登録証に適用範囲が明示されていない場合は、付属書
等、適用範囲がわかる資料を添付すること。また外国語表記の場合は日本語訳を添付すること。

－本店を県外に有する場合は、契約営業所又は契約営業所を直接統括する支店等が認証取得してい
る場合に評価する。なお、契約営業所が認証取得しておらず、契約営業所を直接統括する支店等
が認証取得している場合は、認証取得している支店等が契約営業所を直接統括していることがわ
かる資料を添付すること。

共同企業体を対象として発注する場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす
る。

標準見積書の活用 建設業許可を有する業者（社会保険等加入義務のない業者は除く）との全ての下請契約を対象と
し、金額に関わらず、二次下請以降を含んだ全ての下請契約において、標準見積書（法定福利費
事業主負担額を内訳明示した見積書）を活用する場合に評価する。

－
下請契約がなく、当該工事全てを自社にて施工する場合には、全ての下請契約で標準見積書を活
用する場合と同等の評価をする。
変更で新たに追加となった工種は、対象としない。

過去３年間の発注業種
における山口県優良建
設工事表彰の有無

令和４、５、６年度（注）の３年度に山口県優良建設工事表彰制度により発注業種と同一の業種に
おいて表彰された者を対象に評価する。なお、共同企業体として表彰された者は、当該共同企業
体の代表者、構成員のいずれも対象に評価する。 －
共同企業体を対象として発注する場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす
る。

ISO9001の取得状況 建設分野の認証を受けており、その認証取得を示す登録証の写しの提出により評価する。なお、
登録証に適用範囲が明示されていない場合は、付属書等、適用範囲がわかる資料を添付するこ
と。また外国語表記の場合は日本語訳を添付すること。

－

建設業法第３条第１項の営業所のうち主たる営業所（以下「本店」という。）を県外に有する場
合は、県と契約を締結する営業所等（以下「契約営業所」という。）又は契約営業所を直接統括
する支店等が認証取得している場合に評価する。なお、契約営業所が認証取得しておらず、契約
営業所を直接統括する支店等が認証取得している場合は、認証取得している支店等が契約営業所
を直接統括していることがわかる資料を添付すること。

共同企業体を対象として発注する場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす
る。

各企業の令和５年度、６年度（注）の過去２年間（建築関係工事は令和３年度から令和６年度（注）

の過去４年間）に竣工し検査を受けた山口県発注工事の工事成績評定点の平均点により評価す
る。ただし、前記期間に工事成績評定点を有しない企業については、令和元年度から令和４年度
（注）の間（建築関係工事は令和元年度、令和２年度（注）の間）に竣工し検査を受けた山口県発注
工事の工事成績評定点の平均点により評価する。

提出不要

土木関係工事については、山口県土木建築部、農林水産部及び山口県企業局が発注した工事を対
象とするが、建築関係工事、維持管理業務として発注したもの及び５百万円未満の工事は除く。
また、令和３年３月３１日までに入札公告または指名通知を行った工事で、災害応急（一部応
急、仮応急）工事として発注したもの及び維持管理工事等のうち出来形、品質又は出来ばえを評
価できないものは、原則として対象としない。なお、対象とする平均点は、業種ごとに算定す
る。

建築関係工事については、仮設工事として発注したものは、原則として対象としない。なお、対
象とする平均点は、業種ごとに算定する。

平均点は県の保有する工事成績評定点に係る資料により算定したもので評価するので、資料提出
の必要はない。

共同企業体を対象として発注する場合、当該共同企業体における代表者を持って評価する。

対象とする期間に工事成績評定点を有しない企業については、工事成績評定点の平均点を６５点
として取り扱う。

項　　　目 留　意　事　項
過去８年間の同種工事
の施工実績の有無
ただし、海上工事、道
路トンネル工事の場合
は、過去１５年間の同
種工事の施工実績の有
無

評価対象を、「平成２９年４月１日（注）から入札通知又は公告日までの間に完成し、引き渡し
が完了した工事の実績」、ただし、海上工事、道路トンネル工事については「平成２２年４月１
日（注）から入札通知又は公告日までの間に完成し、引き渡しが完了した工事の実績」としてい
るので、定められた同種工事の実績（規模が定められている場合は規模を含む）について記載す
ること。

６

一般財団法人日本建設情報センターの工事情報システム（以下「コリンズ」という。）に竣工登
録された工事であり、コリンズで同種工事の施工実績が確認できる場合は登録内容確認書を添付
すること。なお、コリンズ登録番号を様式に記載した場合に限り、登録内容確認書の添付を省略
できる。また、発注機関から建設工事施工証明書が交付されている場合にあっては、登録内容確
認書に代えて建設工事施工証明書の写しを添付することができる。

共同企業体で施工した場合の実績については、その代表者及び構成員の別を問わない。なお、共
同企業体により施工した工事については出資比率２０％以上の場合にのみ施工実績として認め
る。

共同企業体の場合は全体の請負額を記載すること。

受注形態は、単体又は○○・□□ＪＶ（出資比率○○％）と記載すること。

工事概要は、評価基準に該当する工事であることが確認できるように記載すること。

共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示がない場合、当該共同企業体の代
表者を対象とする。

過去２年間（建築関係
工事※は過去４年間）
の山口県発注工事の発
注業種における工事成
績評定点の平均点
ただし、前記期間に成
績点がない場合は、過
去６年間の平均点

※建築関係工事は、原則
として、山口県土木建築
部、農林水産部及び企業
局が公共建築工事積算基
準類に基づき設計積算を
行い発注した工事のう
ち、公共建築工事標準仕
様書等に基づく工事監
理、及び公共建築工事の
考査項目別運用表を適用
して成績評定を行った工
事をいう
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a.

b.

c.

④配置技術者の技術的能力について
様　式

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

※１　「若手技術者」とは、入札通知日又は公告日時点で満３５歳未満である技術者をいう。
※２　「若手担当技術者」とは、平成２６年５月１日以降に完成し、引渡しが完了した同種工事において、配置時点で満３５歳
未満の担当技術者として、現場に従事した技術者をいう。

主任（監理）技術者として配置する技術者の保有資格について評価する。

継続学習(CPD)制度の取
組状況

令和７年４月１日（注）から入札通知又は公告日までの間の任意の日以前の各認証団体が設定する
期間における、配置技術者の継続学習（ＣＰＤ）に対する取組状況（各認証団体推奨単位以上と
する。例、全国土木施工管理技士会連合会の場合１年間に20ユニット、２年間に40ユニット、３
年間に60ユニット、４年間に80ユニット、５年間に100ユニットのいずれでも可）を評価するの
で、各認証団体の証明書の写しを添付すること。なお、各認証団体の証明書により各認証団体の
推奨単位以上の取組が確認できる場合に評価する。 ９

共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示がない場合、当該共同企業体の代
表者の監理技術者のみを対象とする。

技能士等の活用 指定した全ての工種（種別）において指定した全ての技能士等を活用する場合に評価する。な
お、指定した技能士等が、技能士の場合は下請け等の職員でも良いが、技能士以外の資格（舗装
施工管理技術者､プレストレストコンクリート技士など）の場合は下請け等の職員は認めない。 技術提

案時は
提出不
要

「舗装施工管理技術者」又は「ポンプ施設管理技術者」を指定した場合は、１級、２級の区分に
応じて評価する。
第10号様式及び従事する技能士等の資格取得を証明するものの写しについては、契約締結後、施
工計画書に添付して提出すること。

８-１
８-２

配置技術者の保有資格について、一級国家資格（例：土木施工管理技士、建設機械施工技士等）
並びに本工事の入札参加資格で定めた建設業の許可業種において監理技術者となりうる「技術
士」及び「建設業法第１５条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する
と国土交通大臣が認めた者」の場合に評価する。

また、特別簡易型において、若手技術者※１を専任で配置する場合は、二級国家資格（例：土木
施工管理技士、建設機械施工(管理)技士等）の保有により前記と同等に評価する。
評価対象の資格を有する場合は、保有する資格を記入し、当該資格証明書等（若手技術者にあっ
ては年齢が確認できるものであること）の写しを添付すること。
監理技術者資格者証による場合は、監理技術者資格者証（裏面の講習修了履歴を含む）の写しを
添付すること。

監理技術者資格者証によらない場合は、国家資格等を有することが確認できる書類の写し 及び雇
 用関係が確認できる資料（住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書等）の写しを添付するこ
と。
 また、健康保険者被保険者証の写しは、雇用関係が確認できる資料として令和７年１２月１日ま
 でに提出されたもの（提出日が令和７年１２月１日までの場合）は有効であるが、その翌日以降
 は無効となるので留意すること。

共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示がない場合、当該共同企業体の代
表者の監理技術者のみを対象とする。

過去８年間の同種工事
の施工経験の有無
ただし、海上工事、道
路トンネル工事の場
合、過去１５年間の同
種工事の施工経験の有
無

評価対象を、「平成２９年４月１日（注）から入札通知日又は公告日までの間に完成し、引き渡し
が完了した同種工事の経験の有無」、ただし、海上工事、道路トンネル工事の場合は「平成２２

年４月１日（注）から入札通知日又は公告日までの間に完成し、引き渡しが完了した同種工事の経
験の有無」としているので、該当する工事について記載すること。

配置技術者が従事した工事内容が確認できる資料（若手担当技術者※２としての経験にあって
は、あわせて生年月日が確認できる資料）を添付すること。添付の方法については「過去８年間
の同種工事の施工実績」によること。また、施工経験として記載した同種工事において当該技術
者に途中交代があった場合は、従事期間が確認できる最終工程表を添付すること。
なお、特段の指示がない場合は、添付された資料により、施工経験として記載した工事における
同種工事の期間（同種工事で規模を定めている場合は、施工経験として記載した工事での同種工
事の全数量を行うための期間）の半分を超える期間従事した経験を有していると確認できる場合
に評価する。
共同企業体で施工した場合の実績については、その代表者及び構成員の別を問わない。なお、共
同企業体の実績は、出資比率20％以上のものを対象とするので、施工経験がわかる資料に加え、
共同企業体の構成員、出資比率が確認できる資料を添付すること。添付の方法については「過去
８年間の同種工事の施工実績の有無欄」によること。

共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示がない場合、当該共同企業体の代
表者の監理技術者のみを対象とする。

配置技術者の候補者は１名とする。ただし、工場製作を含む工事であって工場から現地へ現場が
移行する時点で技術者を途中交代する場合は、工場製作時の技術者１名、現地での技術者１名と
する。この場合は、全ての候補者について記載するとともに資料を添付すること。なお、記載し
た候補者の最も資格の低い者をもって評価する。

配置技術者の候補者の人数は、「主任（監理）技術者の保有する資格」による。なお、工場製作
を含む工事であって候補者を２名とした場合は、全ての候補者について記載するとともに資料を
添付すること。全ての候補者が同種工事の施工経験を有する場合に評価する。

主任（監理）技術者の
保有する資格

共同企業体を対象として発注する場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす
る。

項　　　目

作業船の保有状況 主作業船を使用する海上工事において、下表に掲げる通常の海上工事に使用される主作業船（１
５種）のうち、いずれかを自社保有又は共同保有している場合に評価する。なお、共同保有と
は、作業船の保有あるいは作業船の現行機能を保持するにあたり、新造、改良又は機能の追加の
ために必要な経費を複数の者で負担していることをいう。

７

保有が確認できる資料として、登記簿謄本又は海上保険証券のいずれかの写しを添付すること。

留　意　事　項

配置技術者の候補者を２名とした場合は、全ての候補者について記載するとともに資料を添付す
ること。全ての候補者が取得している場合に評価する。なお、候補者の人数は、「主任（監理）
技術者の保有する資格」によること。

主作業船（１５種）

ポンプ浚渫船 空気圧送船 コンクリートミキサー船

グラブ浚渫船 旋回起重機船 ケーソン製作用台船

バックホウ浚渫船 固定起重機船 深層混合処理船

リクレーマ船 クレーン付台船 サンドドレーン船

バージアンローダ船 杭打船 サンドコンパクション船
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（２） 企業の地域精通度・地域貢献度
様　式

a.

b.

a.

b.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

a.

b.

a.

b.

c.

２ 　技術提案資料の提出方法について

－
山口県内に本店等を有している場合に評価する。なお、ここで言う本店等とは、本店又は工場
（共同企業体として工場を保有している場合は、出資比率が２０％以上のものに限る。）とす
る。山口県内に工場がある場合は、その所在地を証明する資料及び共同企業体として工場を保有
している場合は出資比率を証明する資料を提出すること。

共同企業体を対象として発注する場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす
る。

上記以外の
工事

地理的
条件
（緊急
時の施
工体
制)

共同企業体を対象として発注する場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす
る。

項　　　目 留　意　事　項
入札参加資格において営業所等の所在地として設定した管内（地域内）に、入札通知日又は公告
日の３年前の日以前から継続して本店を有する場合に評価する。

本店の所在地は、国税庁法人番号公表サイト（商号検索）の変更履歴情報、建設業許可申請書、
変更届出書等により確認するので、資料提出の必要はない。

②
地
域
貢
献
度

令和２年４月１日（注）から入札通知日又は公告日までの間において、次のイ）からハ）までのい
ずれかの実績について評価する。

①
地
域
精
通
度

管内限定の
土木一式工
事

イ)「大規模災害における応急対策業務に関する協定書」又は「家畜伝染病発生時における
防疫業務に関する協定書」に基づく活動
ロ)山口県、国土交通省又は市町が所管する山口県内の公共施設での各施設管理者（指定管
理者を除く。)からの要請に基づき行った災害応急対策工事、冬季除雪業務又は異常天然現
象に伴う公共施設の点検・作業（施工中の工事現場に係るものは除く。）。なお、公共施
設の点検・作業については、山口県より管理委託を受けた市町からの要請に基づき行った
点検・作業を含む。
ハ)山口県地先海域での国、県、市町又は漁業協同組合からの要請に基づき行った船舶を利
用した災害応急対策・海難救助・油濁防止対策等の活動

１１

上記活動実績に関する必要事項を記載するとともに、記載した活動実績が確認できる資料とし
て、契約書の写し又は要請文書及び実績証明書等の実績のわかる書類を添付すること。
　なお、上記ハ）の漁業協同組合からの要請による場合は、活動にあたって施設管理者又は海上
保安署に提出した「許可申請書」等の写しをあわせて添付すること。

共同企業体を対象として発注する場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす
る。

なお、ここで言う公共施設とは、国又は地方公共団体が管理する道路、河川、港湾、公園、学校
等の施設（法定外公共物は除く。）とする。

過去５年間の応急
対策活動実績

過去１年間の地域
活動実績

令和６年４月１日（注）から入札通知又は公告日までの間における「やまぐち道路愛護ボランティ
ア」、「水を守る森林づくり推進事業」又は「有害鳥獣捕獲支援ボランティア」に基づく企業と
してのボランティア活動並びに清掃 、植栽等山口県内の公共施設での企業としてのボランティ
ア活動のいずれかの活動について評価する。なお、個人としての活動は評価しない。

１２
上記活動実績に関する必要事項を記載するとともに、記載した活動内容が確認できる資料とし
て、公的機関、ボランティア活動の主催者又は地元自治会等からの感謝状や活動を証明する書類
等、第三者が当該地域活動（内容、実施日、対象施設）を証明する資料を添付すること。ただ
し、「やまぐち道路愛護ボランティア」、「水を守る森林づくり推進事業」の場合には、提出様
式の「地域活動の種類」の欄に活動名称を記載することにより、実績のわかる書類等の添付は省
略できるものとする。

（注）　（１）③、④及び（２）の表中の留意事項に記載されている年度及び年月日は変更になる場合もありますので、具体的な

　　　　年度や年月日については、個々の入札公告で確認してください。

　提出にあたっては、提出表紙を第１ページとした通し番号及び全ページ数を、全ての提出書類に
付してください。
　　　　　　　　（例　１／○○　～　○○／○○　等）

県内資材の活用 指定した資材（下請が購入する資材も含む）において県内資材を全量活用する場合に評価する。
なお、ここで言う県内資材とは、工事現場に最終製品として搬入する資材を対象とし、県内工場
等で製造した資材又は県内の代理店等から購入する資材とする。 －
変更設計で新たに追加した資材の種類（規格）は対象としないが、変更設計で増加した資材数量
は対象とする。

県内企業の下請活
用

二次下請以降を含む百万円以上の全ての下請を対象とし、その下請業者の全てが県内企業等の場
合に評価する。なお、ここで言う県内企業等とは、山口県内に本社、本店又は工場（共同企業体
として工場を保有している場合は、出資比率が２０％以上のものに限る。）を有する企業とす
る。

－
百万円以上の下請がない場合には、元請企業が山口県内に本店を有している場合又は共同企業体
で全ての構成員が山口県内に本店を有している場合に評価する。

変更で新たに追加した工種は対象としない。
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参　考

注）自己採点方式（特別簡易型）の場合、「⑦技術提案資料（加算点）審査」は⑨の審査時に実施する。

①
山 口 県 入 札 情 報 ポ ー タ ル サ イ トに
入 札 公 告 を 掲 載

山 口 県 入 札 情 報 ポ ー タ ル サ イ トで
公 告 を 確 認

③ 入札参加申請書、技術提案資料作成

④ 入札参加申請書、技術提案資料受領

⑥ 電 子 入 札 受 付 ⑤ 電 子 入 札

⑦ 技 術 提 案 資 料 （ 加 算 点 ） 審 査

⑧ 開 札 ・ 落 札 保 留

⑨ 技術評 価点 及び 評価 値算 定・ 審査

⑩ 落 札 候 補 者 決 定

⑪ 落 札 候 補 者 の 入 札 参 加 資 格 審 査

⑫ 落 札 者 の 決 定 ⑬ 落 札

発　注　者 入札参加者

②

総 合 評 価 方 式 （ 事 後 審 査 ） の 入 札 公 告 か ら 落 札 者 決 定 ま で の な が れ

閲 覧

質 問

提 出

入 札

通 知
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